
目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する方々が会員となり、
“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への貢献を目的として活動しています。

目黒法人会は「消費税期限内完納」を推進しています。

目黒の歳時記：立会川緑道（碑文谷八幡宮近辺）の桜
　立

たちあいがわ

会川は目黒区碑文谷池と清水池を源に発し品川区を通り、東京湾に注ぐ全長 7.4 ㎞の二級河川。昭和 20
年代まではフナ、ドジョウ、ボラ、ザリガニが棲むきれいな小川であり、子供たちの絶好の遊び場であったが、
現在では大部分が暗渠となり、道路（立会道路）や緑の豊富な遊歩道、公園などになっている。春には美しい
桜のトンネルが続く。この遊歩道の真下が立会川ということになる。

SHII-NO-KISHII-NO-KI

※目黒法人会広報委員会では表紙用写真等を公募しています。次号は7月10日発行予定。

写真提供：第８支部　横山　正 氏

広報広報
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http://www.tohoren.or.jp/meguro/http://www.tohoren.or.jp/meguro/
E-mail:mg_info@tohoren.or.jpE-mail:mg_info@tohoren.or.jp
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  2目黒区内小学生の作品    　　 誰もが納める消費税。子どももみんな、納税者。 　　 目黒区内小学生の作品    　　 消費税　私もりっぱな　納税者 　　

目黒税務署からのお知らせ

 

 

 

中小・小規模事業者の方のキャッシュレス・消費者還元事業に関するお問合せは、「「ポポイインントト還還元元問問合合せせ窓窓口口（（中中小小・・

小小規規模模事事業業者者向向けけ））」」で受け付けております。 

※ 中小・小規模事業者とは、業種ごとに定められた資本金の額や従業員数の要件に該当する事業者をいいます。また、

このほかにも、会社形態以外の組織に関する要件や親会社との資本関係等の要件がありますので、詳細についてはホ

ームページをご覧ください。                 

 ナナビビダダイイヤヤルル  ００５５７７００－－００００００－－６６５５５５  【【受受付付時時間間】】１１００：：００００～～１１８８：：００００（（土土日日祝祝除除くく） 

 UURRLL https://cashless.go.jp                       ホームページはコチラ→  

 

 

転嫁・価格表示・便乗値上げ等に関する政府共通の相談窓口「「消消費費税税価価格格転転嫁嫁等等総総合合相相談談セセンンタターー」」で、①転嫁に関

するお問合せ、②広告・宣伝に関するお問合せ、③消費税総額表示に関するお問合せ、④便乗値上げに関するお問合せ

のほか、軽減税率制度の概要に関するお問合せを受け付けております。 

 ご相談は、専用ダイヤル又はホームページ上の専用フォームをご利用ください。 

 フフリリーーダダイイヤヤルル ００１１２２００－－２２００００－－００４４００（（無無料料））  【【受受付付時時間間】】９９：：００００～～１１７７：：００００（（土土日日祝祝除除くく）） 

ナナビビダダイイヤヤルル  ００５５７７００－－２２００００－－１１２２３３       【【受受付付時時間間】】９９：：００００～～１１７７：：００００（（土土日日祝祝除除くく））  

メメーールル ホームページ上の専用フォームをご利用ください。  

UURRLL  https://www.tenkasoudan.go.jp                 ホームページはコチラ→ 

 

 

軽減税率制度に関するご相談は、「「消消費費税税軽軽減減税税率率電電話話相相談談セセンンタターー（（軽軽減減ココーールルセセンンタターー））」」で受け付けております。 

フフリリーーダダイイヤヤルル ００１１２２００－－２２００５５－－５５５５３３（（無無料料）） 【【受受付付時時間間】】９９：：００００～～１１７７：：００００（（土土日日祝祝除除くく））    

上記専用ダイヤルのほか、所轄の税務署にお電話いただき、ガガイイダダンンススにに沿沿っってて「「３３」」をを押押すす（軽減税率制度以外の

国税に関する一般的なご質問やご相談は「１」を押す。）と、つながります。税務署の連絡先は国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp）でご案内しております。 

軽減税率制度に関する情報は、国税庁ホームページの特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。 

各税務署において、軽減税率制度に関する説明会を実施しております。 

説明会の開催日程についても特設サイトに掲載しております。           特設サイトはコチラ→ 

  

 

 

 

消消費費税税にに関関係係すするる各各種種おお問問合合せせ先先  

消消費費税税にに関関すするる一一般般的的ななごご相相談談（（軽軽減減税税率率制制度度以以外外））をを希希望望さされれるる場場合合はは、、「「電電話話相相談談セセンンタタ
ーー」」ををごご利利用用くくだだささいい。。  

電電話話相相談談セセンンタターーはは、、所所轄轄のの税税務務署署ににおお電電話話いいたただだきき、、ガガイイダダンンススにに沿沿っってて「「１１」」をを押押すすとと、、  
つつななががりりまますす。。  

ななおお、、消消費費税税（（軽軽減減税税率率制制度度をを含含むむ。。））にに関関ししてて、、具具体体的的にに書書類類やや事事実実関関係係をを確確認認すするる必必要要がが
ああるるななどど、、電電話話ででのの回回答答がが困困難難ななごご相相談談内内容容ににつついいててはは、、所所轄轄のの税税務務署署ににおお電電話話いいたただだきき、、ガガイイ
ダダンンススにに沿沿っってて「「２２」」をを押押しし、、面面接接日日時時等等をを予予約約ししてていいたただだいいたた上上でで、、税税務務署署ででのの面面接接にによよるるごご
相相談談をを受受けけ付付けけてておおりりまますす。。  

 

 

キキャャッッシシュュレレスス・・消消費費者者還還元元事事業業にに関関すするるおお問問合合せせ先先  

転転嫁嫁・・価価格格表表示示・・便便乗乗値値上上げげ等等にに関関すするるおお問問合合せせ先先  

軽軽減減税税率率制制度度にに関関すするるおお問問合合せせ先先  

国国税税局局・・税税務務署署 
22001199..1122 
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3 目黒区内小学生の作品    　　 誰もが納める消費税。子どももみんな、納税者。 　　

消費税の確定申告をされる方へのお知らせ
消費税の軽減税率に関する説明会を、各税務署で開催しています

令和元年10⽉から「酒類・外⾷を除く飲⾷料品」及び「週２回以上発⾏される新聞
（定期購読契約に基づくもの）」の譲渡を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されま
した。
軽減税率対象品⽬の取引がある場合、確定申告に当たっては、区分経理をした帳簿※1

が必要になります。
なお、区分経理をした帳簿から転記等を⾏った「課税取引⾦額計算表 」※2 （簡易課

税制度の適⽤がある⽅は、「課税取引⾦額計算表」の売上（収⼊）部分）を記載して準
備しておくと、確定申告書の作成がスムーズになります。
※１ 区分経理をした帳簿とは、令和元年９⽉30⽇以前の税率と令和元年10⽉１⽇以降の

軽減税率８％と標準税率10％を区分して記帳した帳簿のことです。
※２ 「課税取引⾦額計算表」については、法⼈の事業者の⽅もご利⽤いただけます。

申告書を作成する際、「区分経理をした帳簿」が必要になります

消費税及び地⽅消費税の中間申告・納付額は、直前の課税期間の確定消費税額を基礎
として計算されます。
このため、税率の引上げ直後において、中間申告額は８％の税率により計算されてい

ることから、確定申告では、10％の税率により計算された消費税額（年税額）と、
８％の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。
税率引上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額

が増加しますので、中間申告が必要な⽅は特にご注意ください。

各税務署において、令和元年10⽉から実施された軽減税率制度の概要や、記帳から
確定申告書の作成⽅法についての説明会を開催していますので、ぜひご参加ください。
なお、説明会の開催⽇程については、国税庁ホームページでご確認ください。

「国税庁動画チャンネル」に、軽減税率の動画を掲載しています
ＹｏｕＴｕｂｅの「国税庁動画チャンネル」に、消費税の軽減税率に関する動画を掲

載しています。
いつでも、どこでもアクセスできますので、各税務署で開催している説明会に参加で

きない⽅や、軽減税率制度の内容を確認したい⽅など、ぜひお気軽にご覧ください。

国税庁動画チャンネルはコチラ⇒

計画的な納税資⾦のご準備をお願いします



 number184  2020 | SHII-NO-KI

  4目黒区内小学生の作品    　　 税金は　人と未来を　つなげる輪 　　 目黒区内小学生の作品    　　 みんなが納める　税金は　明日をつくる　第一歩 　　

新春講演会（目黒優申会）

「落語から学ぶコミュニケーション」

開催：１月 23 日（木）
場所：ホテル雅叙園東京
講師：立川 談慶 師匠

第１・２・３・４支部合同講演会

「災害から人命と事業を守るための
　防災・減災への対応」

開催：２月４日（火）
場所：代官山花壇

青年部会新春研修会

「事業承継は突然に」

開催：２月５日（水）
場所：めぐろパーシモンホール（小ホール）
講師：㈱文明堂東京　大野 進司 氏

源泉部会管外研修会

「百段階段雛まつり視察研修」

開催：２月 13 日（木）
場所：ホテル雅叙園東京

写
真
で
み
る

　
活
動
紹
介

講師：MRTC　髙橋 勝 氏

講師：AIG 損害保険㈱　早川 究 氏
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5 目黒区内小学生の作品    　　 税金は　人と未来を　つなげる輪 　　

第 37回ボウリング大会

開催：２月 14 日（金）
場所：品川プリンスホテルボウリングセンター

女性部会新春研修会

「実録「税務調査」」

開催：２月１９日（水）
場所：法人会館
講師：目黒税務署署長　川口 桂司 氏

補助金活用セミナー

「補助金の公募条件への対処方法」

開催：２月２０日（木）
場所：法人会館
講師：目黒中小企業診断士会 吉村 正平 氏

第６支部新春健康講演会

「脳活に挑戦！！～新たな発見、新たな私～」

開催：２月 21 日（金）
場所：下目黒住区センター
講師：㈱サルーク　小宮山 寿美子 氏

これはストライクの軌道だ！！

団体優勝：第 10 支部
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  6目黒区内小学生の作品    　　 子供でも　おかしを買えば　納税者 　　目黒区内小学生の作品    　　 税金は　笑顔の実がなる　大きな木 　　

租税教室

鷹
番
小
学
校

２
月
15
日

講 

師
：
高
主 

健
司

ア
シ
ス
ト
：
真
田 

惇
実
、永
友 

利
尚

五
本
木
小
学
校

７
月
16
日

講 

師
：
名
取 

潤

ア
シ
ス
ト
：
村
山 

光
弘
、
松
尾 

勇
貴

五
本
木
小
学
校

２
月
17
日

講 

師
：
真
田 

惇
実

ア
シ
ス
ト
：
中
野 
仁
、
名
取 

潤

五
本
木
小
学
校

７
月
16
日

講 

師
：
松
尾 

勇
貴

ア
シ
ス
ト
：
中
野 

仁
、
石
田 

浩
嗣

中
根
小
学
校

２
月
18
日

講 

師
：
安
藤 

翔

ア
シ
ス
ト
：
石
田 

浩
嗣
、
舘 

義
彦

碑
小
学
校

１
月
23
日

講 

師
：
落
合 

雅
子

ア
シ
ス
ト
：
村
山 

光
弘
、
石
田 

浩
嗣

東
根
小
学
校

２
月
20
日

講 

師
：
中
野 

仁

ア
シ
ス
ト
：
村
山 

光
弘
、
松
尾 

勇
貴

碑
小
学
校

１
月
23
日

講 

師
：
戸
山 

顕
一

ア
シ
ス
ト
：
石
田 

浩
嗣
、
村
山 

光
弘

宮
前
小
学
校

２
月
21
日

講 

師
：
砂
村 

雅
則

ア
シ
ス
ト
：
名
取 

潤
、
折
田 

清
一

八
雲
小
学
校

１
月
24
日

講 

師
：
佐
藤 

昌
子

ア
シ
ス
ト
：
中
野 

仁
、
松
尾 

勇
貴

油
面
小
学
校

２
月
12
日

講 

師
：
及
川 

貴
裕

ア
シ
ス
ト
：
加
賀
見 

悌
三
、
松
尾 

勇
貴
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7

散
れ
ば
こ
そ

　
い
と
ど
桜
は

　
　
め
で
た
け
り

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長 

安  

田  

祥  

子

健
康

お問い合わせ　
☎０３- ６２６５- ０２６３
HP http://www.jast1.jp

株式会社ｊａｓｔ
ｊａｓｔ健康相談室
ｊａｓｔロイヤルクラブ
ｊａｓｔファーストクラブ

　
「
散
れ
ば
こ
そ 

い
と
ど
桜
は
め
で
た
け

れ 

憂
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き
」

こ
の
歌
は
「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か

り
せ
ば
・
・
・（
在
原
業
平
）
の
反
歌
と

し
て
謳
わ
れ
た
句
で
す
。
世
に
永
遠
と
い

う
も
の
は
何
も
無
い
と
い
う
儚
さ
を
謳
っ

た
句
で
し
ょ
う
。
私
達
も
桜
花
の
よ
う
に

凛
と
し
た
一
生
を
過
ご
し
た
い
と
感
じ
る

の
は
日
本
人
特
有
の
感
性
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
現
在
、
中
国

武
漢
で
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
蔓
延
に
終
息
す
る
気
配
は
感
じ
ら
れ
ま

せ
ん
。
椎
の
木
が
発
刊
さ
れ
る
頃
に
は
収

ま
っ
て
い
て
欲
し
い
も
の
で
す
。
鑑
み
れ

ば
世
界
的
な
自
然
環
境
の
悪
化
と
も
相

ま
っ
て
私
達
は
不
確
か
な
安
心
・
安
全
に

拠
り
所
を
求
め
る
時
が
最
早
過
ぎ
去
ろ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

非
時
香
実
―
不
老
不
死
、

不
老
長
寿

　

第
11
代
垂
仁
天
皇
が
田た
じ
ま
も
り

道
間
守
を
常
世

に
遣
わ
せ
て
不
老
不
死
の
霊
薬
（
非
時
香

実
＝
と
き
じ
く
の
か
ぐ
の
こ
の
み
）
を
持

ち
帰
ら
せ
た
、
と
の
話
が
古
事
記
や
日
本

書
紀
に
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
球
上
に

は
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
や
植
物
の
種
子
の
よ
う
に

不
老
不
死
の
生
命
体
と
呼
べ
る
よ
う
な
生

物
も
あ
り
ま
す
が
、
殆
ど
の
生
命
は
限
ら

れ
た
時
を
た
ゆ
た
い
な
が
ら
滅
し
て
き
ま

す
。
で
は
不
老
長
寿
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

ヒ
ト
は
当
然
年
を
重
ね
て
生
き
て
い
ま

す
。
加
齢
は
全
て
の
生
命
に
平
等
に
与
え

ら
れ
た
権
利
で
加
齢
の
お
か
げ
で
精
神
の

視
野
や
柔
軟
性
が
広
が
っ
て
い
く
と
私
は

考
え
て
お
り
ま
す
。
老
化
は
ど
う
な
の
で

し
ょ
う
。
老
化
と
は
成
長
期（
性
成
熟
期
）

以
降
、
す
べ
て
の
ヒ
ト
に
起
こ
る
加
齢
に

と
も
な
う
生
理
機
能
の
低
下
で
す
。
つ
ま

り
20
代
か
ら
既
に
老
化
が
始
ま
っ
て
い
る

と
も
い
え
る
の
で
す
。
但
し
加
齢
と
異
な

り
機
能
低
下
の
速
さ
は
個
々
人
で
バ
ラ
バ

ラ
で
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
老
化
は
遺
伝
的
要
因
や
生

活
、
環
境
要
因
が
複
雑
に
そ
の
ス
ピ
ー
ド

に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
残
念

な
が
ら
現
在
ま
で
の
研
究
で
は
老
化
を
食

い
止
め
た
り
、
逆
行
さ
せ
た
り
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
す
が
、
嬉
し
い
こ
と
に
老
化

速
度
を
遅
ら
せ
る
こ
と
、
抗
老
化
は
可
能

な
の
で
す
。
老
化
の
原
因
に
は
諸
説
あ
り

ま
す
が
、
有
力
な
説
と
し
て
「
酸
化
ス
ト

レ
ス
仮
説
」
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
観
察

や
疫
学
研
究
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
種
の

寿
命
を
比
較
す
る
と
、
酸
化
を
受
け
に
く

く
、
抗
酸
化
ス
ト
レ
ス
能
が
高
い
ほ
ど
寿

命
が
長
い
事
が
判
明
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

近
年
の
研
究
で
老
化
は
私
達
の
身
体
の
中

で
起
こ
る
軽
弱
な
炎
症
と
密
接
な
係
わ
り

が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
国
立
衛
生
研
究
所
や
イ
タ
リ

ア
の
研
究
機
関
で
は
老
化
現
象
の
多
く
が

こ
の
炎
症
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
報
告

し
、
老
化
の
仕
組
み
を
具
体
的
に
表
現
す

る
「
炎
症
老
化
」
と
い
う
言
葉
が
誕
生
し

ま
し
た
。非
常
に
弱
い
炎
症（
自
然
炎
症
）」

と
は
私
た
ち
の
細
胞
の
中
で
行
わ
れ
て
い

る
代
謝
活
動
か
ら
絶
え
ず
発
生
し
て
い
る

老
廃
物
の
処
理
過
程
や
、
身
体
の
中
で
起

こ
る
が
ん
や
細
菌
な
ど
に
対
す
る
免
疫
シ

ス
テ
ム
に
よ
る
異
物
の
排
除
処
理
過
程
で

起
こ
る
も
の
で
す
。
こ
の
過
程
で
活
性
酸

素
が
発
生
す
る
こ
と
は
言
を
俟
ち
ま
せ
ん

の
で
、
や
は
り
抗
酸
化
能
を
高
め
る
こ
と

は
大
切
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

老
化
制
御

活
性
酸
素
の
害
を
減
ら
し

微
小
な
炎
症
の
抑
制

　

地
球
の
生
命
の
多
く
は
酸
素
を
吸
わ
な

く
て
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
が
、
酸
素
は

諸
刃
の
剣
で
す
。
進
化
的
に
み
れ
ば
、
酸

素
の
害
（
酸
化
）
を
減
ら
す
仕
組
み
を
上

手
に
獲
得
し
た
生
物
が
子
孫
を
残
し
現
在

繁
栄
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
大
腸
菌
も
ヒ

ト
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
生
の
副
産
物
、
活
性

酸
素
の
毒
性
を
進
化
の
過
程
で
獲
得
し
た

シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
防
い
で
い
ま
す
。
先

述
い
た
し
ま
し
た
弱
い
炎
症
は
組
織
の
あ

る
部
分
に
起
こ
り
ま
す
。
体
力
が
弱
っ
た

時
に
な
ん
と
な
く
調
子
が
悪
か
っ
た
り
、

精
密
検
査
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
分
か
っ
た

り
す
る
よ
う
な
、
局
所
的
で
微
弱
な
炎
症

な
の
で
す
。
自
然
炎
症
は
潜
在
的
低
栄
養

と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
慢
性
的

な
弱
い
炎
症
を
起
こ
す
尖
兵
は
肥
満
で

す
。
特
に
内
臓
脂
肪
は
炎
症
を
ひ
き
お
こ

す
シ
グ
ナ
ル
を
発
し
ま
す
。
過
食
や
過
飲

な
ど
を
避
け
て
、
抗
酸
化
物
質
を
多
く

含
む
生
の
野
菜
や
栄
養

価
の
高
い
も
の
を
召
し

上
が
っ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

目黒区内小学生の作品    　　 税金は　笑顔の実がなる　大きな木 　　
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 目黒都税事務所からのお知らせ

★　詳しくは、目黒都税事務所　℡03-5722-9001（代表）まで　★

 
 
 
◆ 特別法人事業税が創設され、法人事業税・都民税法人税割の税率が改正されたことに伴い、令令和和元元

年年 月月 日日以以後後にに開開始始すするる最最初初のの事事業業年年度度にに係係るる予予定定申申告告に限り、以下の経過措置が設けられて

います。

 

◆◆ 特特別別法法人人事事業業税税ととはは

地方法人課税における財源の偏在を是正する新たな措置として特別法人事業税が創設され、令和元年

１０月１日以後に開始する事業年度の申告納付より適用されます。一方で、暫定措置であった地方法人

特別税は廃止されます。特別法人事業税の申告納付方法等は地方法人特別税と同様ですが、税率が異なり

ます。

法人事業税の所得割・収入割の税率も併せて改正されていますので、ご注意ください。

○○ 納納税税義義務務者者 法人事業税の申告納付義務のある法人が対象となります。

○○ 申申告告納納付付方方法法 法人事業税・都民税と同一の申告書・納付書により、都道府県に申告納付します。

○○ 適適 用用 時時 期期 令和元年１０月１日以後開始する事業年度から適用されます。
（注）令和元年９月３０日までに開始する事業年度については地方法人特別税の対象です。

○○ 課課 税税 標標 準準 基準法人所得割額、基準法人収入割額（標準税率で計算した法人事業税の所得割額・収入割額）

○○ 税税 率率 表表

※ 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に係る特別法人事業税については、
令和２年４月１日以後に開始する事業年度から税率が ％に改正されています。

 
※ 法人事業税・都民税法人税割の改正後の税率については、主税局ホームページをご覧ください。

【お問合せ先】所管都税事務所の法人事業税班

★ 詳しくは、目黒都税事務所 ℡ （代表）まで ★

目黒都税事務所からのお知らせ

課税標準 法人の種類 税率(％)

外形標準課税法人・特別法人以外の法人
外形標準課税法人
特別法人

基準法人収入割額

基準法人所得割額

※※
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目黒区役所ホームページ　http://www.city.meguro.tokyo.jp/

区役所だより
新型コロナウイルス対策緊急融資制度新型コロナウイルス対策緊急融資制度

水害ハザードマップを活用しましょう！水害ハザードマップを活用しましょう！

<問い合わせ先>目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係　電話：０３－５７２２－９８７９（直通）

<問い合わせ先>目黒区危機管理室防災課　電話：５７２３－８４８８

目黒区では、大雨による河川の氾濫（外水氾濫）や下水道からの流入による浸水（内水氾濫）が予
想される区域、浸水の程度、避難所などを表示した水害ハザードマップを作成し、配布しました。水
害ハザードマップを上手に活用し、水害時に落ち着いて避難行動が取れるように備えておきましょう。

発災してから水害ハザードマップを確認するのでは遅すぎます。いざという時にあわてないた
めにも、日頃から水害ハザードマップを確認しておきましょう。また、いつでも見られるように、
取り出しやすい場所に保管、あるいは部屋の壁などに貼っておきましょう。

■水害ハザードマップの概要
【地図面】
・浸水した場合に想定される浸水深及びその区域を、10ｍメッシュで色

分けして表示しています。
・土砂災害警戒区域、地域避難所（水害時）、土のう設置場所などの情報

も見やすく表示しています。
【学習面】
・水害時に自らの命を守るためにとる避難行動や目黒川・呑川が氾濫し

た場合の避難勧告等の避難情報、気象庁の注意報・警報、災害情報の
入手方法、日頃の備えや避難時の心得など、災害時に役立つ情報を掲
載しています。

■配布場所　※右のQRコードからもダウンロードできます。
以下の区の施設で入手できます。
・目黒区総合庁舎 1 階　区政情報コーナー
・各地区サービス事務所（東部地区サービス事務所を除く。）
・防災センター 目黒区水害ハザードマップ

目黒区は、新型コロナウイルスの感染拡大により、経営に影響を受けた中小企業を緊急的に支援す
るため、新型コロナウイルス対策緊急融資制度を新設しました。

【融資あっせん期間】
令和 2 年 3 月 12 日（木）～令和 2 年 5 月 29 日（金）まで

【融資あっせん内容】
（１）限 度 額　1,000 万円以内
（２）貸付期間　5 年以内（据置１年以内）
（３）使　　途　運転資金
（４）貸付金利　5 年無利子（区全額負担 1.8％）
（５）対　　象　次のすべての条件を満たしている中小企業

①新型コロナウイルス感染症の影響により、直近１か月の売上高等が前年同期と比して 20％
以上減少していること。

②区内に１年以上住所又は主たる事業所を有するとともに、１年以上事業を営んでいること。
なお、法人の場合は区内に登記上の本店所在地を有すること。

③信用保証協会の保証対象業務を営んでいること。
④所得税（法人税）、住民税及び事業税を滞納していないこと。

別途、取扱金融機関の審査があります。
詳細は下記へお問い合わせください。
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法人名 代表者 業種
第１支部ー駒場１・２・３丁目、大橋２丁目１番地～１０番地

社会福祉法人愛隣会 小 田 切 弘 光 福祉法人
㈱タカクワアンセスター 高 桑 昌 彦 不動産業
第２支部ー大橋１丁目・２丁目１１番地～、青葉台１～４丁目、東山１～３丁目

㈱シンケア 三 久 保 ひ と み 医療・福祉業
一般社団法人電気工事技術者協会 大 塚 信 男 電気工事業
日本デザイン㈱ 大 塚　　 剛 デザイン業
㈱ Rubyrose 岩 倉 陽 子 美容・健康支援業
第３支部ー上目黒１～５丁目

㈱サンインテリジェンス 宮 原 ひ と み 不動産業
㈱東京ホーム 宮 原 ひ と み 不動産業
ホリティスジャパン㈱ 冨 張 ゆ か り 美容・健康支援業
第４支部ー中目黒１～３丁目

ディスカバリーワーク（同） 竹 内 正 人 IT
第５支部ー中目黒４丁目、目黒３・４丁目、下目黒３・４・５・６丁目、中町１丁目

㈱ LONG　LOAD 藤 井　　 康 飲食・宿泊業
第６支部ー三田１・２丁目、目黒１・２丁目、下目黒１・２丁目

㈲アイ・アンド・エー 伊 藤 育 男 メンテナンス業
㈱ willblo 石 崎 智 嗣 デザイン業
第７支部ー中目黒５丁目、五本木１～２丁目、祐天寺１～２丁目、中央町２丁目、中町２丁目

bon bon cherry ハイジ（同） 石 渡 桂 子 卸売・小売業
㈱藤田合金製作所 藤 田 良 子 不動産業
ブルームデザイン㈱ 市 河 靖 弘 ソフトウェア
第８支部ー中央町１丁目、目黒本町１～６丁目

ANEOS ㈱ 野 澤　　 裕 計測器等製造業
鮨いまむら 今 村 健 太 朗 飲食業
㈱ビム・アーキテクツ 山 際　　 東 建築業
㈲目黒印房 宮 島 裕 子 卸売・小売業
㈱農業企画 細 越 雄 太 コンサルタント
第９支部ー五本木３丁目、鷹番１～３丁目、碑文谷２・４～６丁目

是枝綜合法律事務所 是 枝 大 夢 不動産業
THE　BLUE　CORNER 玉 木 ま す み 飲食業
㈱ビジョナリー経営 外 村 浩 一 コンサルタント
㈱モーリス 長 友 祐 世 不動産業
㈱榎本土木 榎 本 清 龍 土木工事
第 11支部ー大岡山１・２丁目、中根１・２丁目、平町１・２丁目、緑ヶ丘１～３丁目

㈱ビラ・トラスト 西 村　　 勇 不動産業
㈱ CANAL 澁 川 慶 成 紳士服製造・小売
㈱ KIDoo 東 　 誠 医療サービス業

宮 永 裕 美 個人会員
第 13支部ー柿の木坂１～３丁目、東が丘１・２丁目、八雲１～５丁目

㈱堀越通商 梅 村 俊 貴 貿易業
ORIENRAL ENTERPRISE ㈱ 伊 藤 恭 輔 飲食業
特
別
会
員

𠮷田賢一郎税理士事務所 𠮷 田 賢 一 郎 税理士事務所
㈱ Noa kulia 加 藤 翔 平 飲食・宿泊業
プルデンシャル生命保険㈱ 小 幡 賢 吾 個人会員
㈲大聖興業 村 橋 貴 之 産業廃棄物処理業

※目黒法人会の区域分けにより企業（個人）を記載しております。実際は企業の意向で他支部に所属している場合もあります。

平成31年４月～令和２年３月入会

新 入 会 紹 介員

目黒区内小学生の作品    　　 しっかり納めて、みんなでつくろう『笑顔』の税。 　　
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編
集
後
記

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
」
の
影
響
も
あ
り
、
編
集
会
議
で
提
案
し
た「
１
９
６
４

年
の
目
黒
区
」
の
写
真
企
画
は
残
念
な
が
ら
幻
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
２
０
２
０
年
の
東
京
五
輪
」
も
正
式
に
延
期
が
決
ま
り
ま
し
た
。
来
年
こ
そ
は
、

心
か
ら
花
見
を
楽
し
め
る
《
明
る
い
春
》
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。在

原 

義
男

　

仕
事
柄
、
40
代
か
ら
90
代
ま
で
の
方

と
お
会
い
す
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
程

度
、
年
齢
に
プ
ラ
ス
α
を
し
て
み
て
も

「
わ
ぁ
ー
、
す
ご
く
若
い
な
あ
」
と
感
じ

る
方
が
い
る
。
「
若
い
な
あ
」
と
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
方
は
、
ま
ず
「
見
た
目
」
が

い
い
。
顔
が
綺
麗
だ
と
か
ス
タ
イ
ル
が
い

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
身
だ
し
な
み

に
清
潔
感
、
季
節
感
が
あ
る
の
だ
。
そ
し

て
、
笑
顔
と
会
話
が
溌
剌
と
し
て
い
る
。

　

40
代
は
、
あ
る
程
度
の
責
任
あ
る
地
位

を
築
い
た
り
子
育
て
の
最
後
を
過
ご
し
た

り
、
男
女
と
も
に
忙
し
く
過
ご
す
時
期
、

50
代
は
、
老
後
の
こ
と
が
ち
ら
り
と
浮
か

ぶ
。
生
物
学
的
な
若
さ
で
は
勝
負
が
で
き

な
い
齢
だ
か
ら
こ
そ
、
実
年
齢
と
見
た
目

年
齢
の
差
が
大
き
く
な
り
始
め
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

60
の
声
を
聞
く
と
、
「
こ
の
10
年
で
楽

し
い
こ
と
何
が
で
き
る
か
」
と
逆
に
ふ
っ

き
れ
て
遊
び
、
70
、
80
、
90
に
な
っ
て
も

「
あ
と
10
年
の
わ
く
わ
く
」
を
更
新
し
続

け
て
い
る
方
、
た
だ
何
も
せ
ず
「
老
人
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
方
と

で
は
、
実
年
齢
と
見
た
目
年
齢
の
差
が
、

良
き
も
悪
し
き
も
大
き
く
違
っ
て
く
る
の

は
想
像
で
き
る
。

　

Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
・
大
学
心
理
学
名
誉
教
授
の

ア
ル
バ
ー
ト
・
メ
ラ
ビ
ア
ン
は
、
人
が
第

一
印
象
を
決
め
る
要
素
は
３
つ
あ
る
と

言
っ
て
い
る
。
「
メ
ラ
ビ
ア
ン
の
法
則
」

に
よ
る
と
、
言
語
情
報
７
％
、
聴
覚
情
報

38
％
、
視
覚
情
報
55
％
と
い
う
。
目
か
ら

入
っ
て
く
る
情
報
が
50
％
以
上
を
示
し
て

い
る
の
だ
。
清
潔
感
・
笑
顔
・
い
い
姿
勢

な
ど
を
日
頃
か
ら
意
識
し
、
第
一
印
象
も

良
く
「
実
年
齢
よ
り
見
た
目
年
齢
を
若

く
！
」
の
ほ
う
が
人
生
楽
し
く
な
い
だ
ろ

う
か
。

小
宮
山 

寿
美
子

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

実
年
齢
よ
り

　
見
た
目
年
齢
！

目黒区内小学生の作品    　　 次世代へ　つないで行こう　税金で 　　

上記についてのお問合せ・申し込みは公益社団法人目黒法人会事務局へ
Tel3712-9588　Fax3712-8829　E-mail:mg_info@tohoren.or.jp

お知らせ

目黒区内小学生の作品    　　 しっかり納めて、みんなでつくろう『笑顔』の税。 　　

第55回 中目黒阿波踊り「目黒法人会連」参加者募集
日　時：	本番	 令和２年８月１日（土）　
		  午後６時より演技開始
	 練習	 ７月より開始予定
場　所：東急東横線中目黒駅周辺

～踊り手・楽器演奏者大募集！！～　
※踊り手・楽器演奏へのご参加または運営等へのお手伝いを
　ご希望の方は下記までご連絡ください。

第10回 通常総会　開催のご案内
日　時：令和２年６月 12 日（金）午後４時 30 分～（予定）

場　所：ホテル雅叙園東京
議　事：令和元年度事業報告書・収支決算書承認の件
　　　　令和２年度事業計画書・収支予算書報告の件
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〈会社をお守りするトータル保障プラン〉

渋谷支社/
東京都渋谷区道玄坂1-10-8（渋谷道玄坂東急ビル3F）
TEL 03-5489-6800

東京第二プロチャネル営業部/
東京都新宿区西新宿2-4-1（新宿NSビル）
TEL 03-6894-9110


